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出典：国勢調査

わが国の人口は、戦後から高度成長期にかけて急速に増加。この時期に都市部への流入が
進行。

出典：総務省「国勢調査
国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」

第１章 都市機能の拡散と中心市街地の空洞化

都市圏・地方圏別の人口推移

人口減少社会の到来
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近年、DID人口の増加は鈍化傾向にある。
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日本の総人口は現在をピークに、総世帯数は２０１５年をピークに減少に転ずると見込ま
れる。また、 年少人口及び生産年齢人口が減少し、老年人口が増加。

資料：国立社会保障・人口問題研究所のデータ

日本における総人口及び総世帯の推移 日本における人口割合
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第１次ベビーブーム
270万人

1.58

2.14

1.29

第２次ベビーブーム
209万人

ひのえうま
136万人

2004年
111万人

出生数及び合計特殊出生率の推移

人口置換水準：2.07
（2003年現在）

※合計特殊出生率：女性がその年齢別出生率にしたがって子どもを生んだ場合、生涯に生む平均の子ども数
※人口置換水準：長期的に人口を維持できる水準

1970年代後半から続く少子化により、人口増加は停滞しつつある。
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自動車保有台数及び運転免許保有者数は一貫して増加している。
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モータリゼーションの進展
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都市計画道路のうち幹線街路の整備状況
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都市計画道路のうち幹線街路の整備状況

概ね３０年間に都市計画道路の改良済延長が３倍となった。
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地方中核都市圏での自動車分担率の増加

公共交通の分担率は地方中核都市圏で低い。また、自動車の分担率は増加している。

出典：全国都市パーソントリップ調査
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代表交通手段構成の推移
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自動車利用の目的は、買い物・家事等が一貫して増加しており、約２割に達している。

自動車利用の増加
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出典：国土交通省「道路交通センサス」

※「買物・家事等」は社交、娯楽、送迎、観光・行楽・レジャーを含む。
※「帰社・帰宅」は目的不明を含む。

自動車利用目的の推移
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高度情報、サービス産業の増加
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出典：内閣府「国民経済計算年報」

国内生産額は第二次産業の比率が低下し、情報・サービス産業などの第3次産業のウエイ
トが高まっている。サービス業においては、IT関連と生活関連のサービスを中心に市場が拡
大している。

出典：中小企業白書2004年版

産業別国内生産額の推移 サービス業（中分類）の事業所数増加率
（1999年～2001年）

産業構造の転換
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海外への生産拠点の移転が進み、製造業の海外生産比率（国内全法人ベース）は1980
年度には2.7％であったが、2002年度には17.1％にまで上昇している。

出典：経済産業省「海外事業動向調査」

海外生産比率（国内全法人ベース）

1985年 プラザ合意
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工場の跡地面積は増加している。また、農地の総面積は一貫して減少しており、耕
作放棄地率は一貫して増加している。

農地総面積と耕作放棄地率の推移

※耕作放棄とは過去１年間作付けをせず今後作付けをする意志のない土地。
農地総面積とは、耕作放棄地面積＋経営耕地面積。
耕作放棄地率とは、耕作放棄地面積÷農地総面積×１００。

資料：農林水産省「農林業センサス」より作成

工場の跡地面積の推移
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※工場の跡地面積とは工場用地の利用転換などにより１年間に事業所の敷地面積
にカウントされなくなった面積。

跡地面積とは、立地面積－事業所敷地面積増減
工場跡地率とは、跡地面積÷前年末敷地面積

資料：平成１６年版「土地白書」より作成
※土地白書による「工場廃棄面積」を「工場跡地面積」としている

工場跡地面積の推移と農地総面積等の推移
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農地転用面積の推移
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出典：農林水産省経営局構造改善課
「農地の移動と転用」

農地転用面積は全体として減少しているが、年間15,000haを超える高い水準となっている。

農地転用面積の推移
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市役所は比較的中心市街地に立地しているが、文化施設、病院、高校・大学は郊外部で
の立地が多くなっている。また、市役所は1970年代において、病院、文化施設は1980年代
以降にそれぞれ郊外に移転している例が多い。
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・調査対象：666市（政令市を除く）のうち、回答のあった551市

・調査方法：郵送による配布・回収方式 （中心市街地活性化基本計画策定の有無を問わない）

・調査期間：平成16年１月19日～2月20日

公共公益施設の郊外移転状況公共公益施設の地域別立地状況

出典：「人口移動等社会経済動向と土地利用に関する調査」
（平成15年度国土交通省土地・水資源局）より作成
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中心部では土地が狭隘であり、駐車場不足と施設の老朽化の解消を図るため、郊外に
移転が行われる例がある。

病院の郊外移転の原因

移転計画

移転予定地周辺

盛岡駅

矢巾駅

県庁

市役所

岩手医大病院
現在の岩手医大病院

病院の郊外移転の事例（岩手県盛岡市）
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病院の郊外立地の増加

延べ床面積３千㎡以上の病院は、地方圏では約４割の施設が市街化調整区域や白
地地域などの用途地域外に立地している。

※地方圏は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県以外の地域。
※建築基準法上の延べ面積3,000㎡以上の病院、診療所について集計。
※平成16年末現在。

地方圏における病院施設（延べ床面積３千㎡以上）
確認時期別立地状況
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(旧)大店法に関する運用の規制緩和(９０年)以降、大規模商業施設の出店が顕著である。

大規模商業施設の出店状況
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※大規模小売店舗立地法第５条１項に基づく店舗新設届出で作成。
ただし、2000年5月以前は大規模小売店舗法第３条第１項に基づく第一種大規模小売店舗の届出件数。

大規模商業施設（3,000㎡以上）の立地動向
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用途地域別の大規模商業施設の立地状況

三大都市圏

地方圏

※三大都市圏は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県。地方圏は三大都市圏以外の地域。

※建築基準法上の延べ面積3,000㎡以上の物品販売業を営む店舗について集計。
※平成16年末現在。

大規模商業施設（延べ床面積３千㎡以上）

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 
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市街化調整区域 非線引き白地 都市計画区域外

開店時期別立地状況規模別立地状況

延べ床面積３千㎡以上の大規模商業施設は、三大都市圏では約半数が商業地域に立地しているのに
対し、地方圏では約１／４。

近年は、商業地域への立地割合が大きく減少し、三大都市圏では工業系用途地域、地方圏では工業系
用途地域のほか非線引き白地への立地割合が増加。
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20%

34%

41%

50%

18%

19%

20%

16%

12%

15%

6%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

13%

15%

15%

9%

8%

4%

1%

2%

3%

4%

6%

4%

2%

2%

5%

6%

6%

6%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

3千㎡以上5千㎡未満

5千㎡以上1万㎡未満 

1万㎡以上1.5万㎡未満

1.5万㎡以上3万㎡未満

3万㎡以上

(合計）

437

574

517

1,521

1,837

4,886

7%

11%

7%

5%

6%

7%

6%

9%

8%

6%

14%

14%

12%

16%

18%

12%

45%

41%

42%

43%

47%

57%

12%

11%

14%

14%

11%

13%

7%

10%

1%

4%

3%

4%

4%

3%

2%

6%

5%

4%

6%

3%

2%

1%

2%

3%

1%

1%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

3千㎡以上5千㎡未満

5千㎡以上1万㎡未満 

1万㎡以上1.5万㎡未満

1.5万㎡以上3万㎡未満

3万㎡以上

(合計）

420

401

319

913

868

2,921

（件数）

（件数）
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大規模商業施設の郊外立地による新たな商業中心の形成（伊勢崎市）

伊勢崎市では、郊外の沿道に大規模商業施設が立地した結果、新たな都市の商業中心とも言え
る地域が形成されている。

※中心市街地とは、中心市街地活性化基本計画の対象区域に含まれる町の区域
西部沿道地区とは、郊外の沿道に大規模商業施設の立地が進む４町の区域

全市に対する売場面積シェアの推移

全市に対する年間小売販売額シェアの推移

伊勢崎市全体の小売業における
中心市街地と西部地区のシェアの推移

2km

4km

～1989 1990～99 2000～

出店時期

30,000㎡～

10,000
～30,000㎡

～10,000㎡

延
床
面
積

中心市街地

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ｓ５１ Ｓ６３ Ｈ１４

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ｓ５１ Ｓ６３ Ｈ１４

中心市街地 西部沿道地区

西部沿道地区B店 (1997)
店舗面積： 13,942㎡
延床面積： 18,867㎡
用途地域：２住

C店(1995)
店舗面積：11,802㎡
延床面積：37,483㎡
用途地域：２住

A店 (1997)
店舗面積：12,851㎡
延床面積：19,085㎡
用途地域：２住

出典：商業統計

D店 (2001)
店舗面積： 3,461㎡
延床面積： 10,250㎡
用途地域：準工
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大規模商業施設（延べ床面積１万㎡以上）の開店時期別 容積率

8.8%

17.6%

34.4%

36.1%

21.8%

28.2%

30.8%

32.2%

21.3%

26.8%

18.7%

19.9%

48.2%

16.1%

11.9%

27.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1970年代以前

1980年代

1990年代

2000年代

～100％以下 ～200％以下 ～400％以下 400％超

※建築基準法上の延べ面積10,000㎡以上の物品販売業を営む店舗について集計。
※平成16年末現在。

※データは一部未集計のため、確定値ではない。

延床面積１万㎡以上の大規模商業施設であっても容積率200％に達しないものが約７割

を占めており、大規模商業施設は高容積という従来の常識が崩れてきている。
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都市の人口規模に関わらず、市中心部（３ｋｍ× ３ｋｍ。以下同じ）における人口は、実
数・シェアともに一貫して減少している。

都市人口規模別の中心部の人口の推移
（平均）

※三大都市圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）以外の
地域における人口２０万人以上の都市（政令指定都市を除く）を対象として国勢調査を集計。

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S50 S55 S60 H2 H7 H12

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

万人

２０～３０万人 ３０～５０万人 ５０万人以上

２０～３０万人 ３０～５０万人 ５０万人以上

（実数）

（市全体に対する割合）

中心部における居住人口の減少
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中心部の売上高、売り場面積のシェア低下

都市の人口規模に関わらず、市中心部における小売販売額は、市全体に対するシェアが
一貫して低下しており、近年販売額自体も低下している。

売り場面積は、市全体に対するシェアが総じて減少傾向にある。

※三大都市圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）以外の
地域における人口２０万人以上の都市（政令指定都市を除く）を対象として商業統計調査を集計。

※過年度の販売額データについては、平成１４年度の消費者物価指数を１００として補正。

都市人口規模別の中心部の販売額の推移
（平均）

都市人口規模別の中心部の売場面積の推移
（平均）

0
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1,000

1,500

2,000
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3,000

S54 S57 S60 S63 H03 H06 H09 H11 H14
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億円
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0%

10%

20%
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40%

50%
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万㎡

（実数）

（市全体に対する割合）
２０～３０万人 ３０～５０万人 ５０万人以上

２０～３０万人 ３０～５０万人 ５０万人以上
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中心部の人口密度と販売額

市中心部の人口密度が低いほど、販売額が小さい。また、都市人口が大きい都市、都市
圏人口の大きい都市圏の核都市では、人口密度が高く、販売額も大きい傾向。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0 2 4 6 8 10

人口密度（千人／km2）

販
売
額

（
億
円

）

新潟

静岡

浜松

岡山

熊本
鹿児島

旭川

秋田

郡山

いわき

宇都宮

富山

金沢

長野

和歌山

倉敷

福山

高松

松山

高知

長崎

大分

宮崎

函館

青森

福島

前橋

福井

松本

沼津

下関

徳島

佐世保

八戸

盛岡

山形

水戸
高崎

富士

四日市

大津

呉

久留米

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0 2 4 6 8 10

人口（万人）

販
売
額

（
億
円

）

那覇
（１１．７万人）

（１，４５４億円）

三大都市圏以外の都市における中心部（３ｋｍ四方の範囲）の人口密度と販売額

５０～

１００万人

２０～３０
万人

３０～５０
万人

５０万人
以上

都市圏内
に他の核
都市を有
するもの

５０万人
未満

１００万人
以上

都
市
人
口

都市圏人口

※三大都市圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈
川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良
県）以外の地域における人口２０万人以上の都
市を対象として集計。

※市中心部（３ｋｍ四方）の人口と販売額を集
計。

※都市と都市圏の人口はＨ１２年の国勢調査の
データを集計。

※販売額は、平成１４年度の商業統計のデータを集
計。
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中心部の事業所数、従業者数の減少

市中心部における事業所数は、都市の人口規模に関わらず、実数・シェアともに一貫して
減少している。従業者数については、シェアは一貫して減少、実数は特に小規模都市で減
少している。

※三大都市圏（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）以外の
地域における人口２０万人以上の都市（政令指定都市を除く）を対象として事業所・企業統計調査を集計。

都市人口規模別の中心部の事業所数の推移
（平均）

都市人口規模別の中心部の従業者数の推移
（平均）

（実数）

（市全体に対する割合）
２０～３０万人 ３０～５０万人 ５０万人以上

２０～３０万人 ３０～５０万人 ５０万人以上
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三大都市圏

地方圏

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域

準住居地域 近隣商業地域 商業地域

準工業地域 工業地域 工業専用地域

市街化調整区域 非線引き白地 都市計画区域外

確認時期別立地状況規模別立地状況

延べ床面積３千㎡以上の劇場・映画館は、近年、工業系用途地域や用途地域外に立地する割
合が増加。地方圏では、近年は半数以上がこれらの地域に立地している。

劇場・映画館（延べ床面積３千㎡以上）

劇場・映画館の立地状況

7%

6%

10%

5%

6%

3%

8%

7%

6%

3%

4%

10%

49%

64%

39%

50%

10%

12%

12%

7%

7%

6%

12%

2%

6%

10%

12%

10%

2%

2%

5%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

３千㎡以上５千㎡未満

５千㎡以上１万㎡未満

１万㎡以上

(件数）

42

49

33

124
6%

9%

19%

6%

13%

9%

20%

5%

9%

10%

6%

10%

4%

23%

47%

52%

39%

64%

40%

48%

18%

14%

17%

30%

6%

10% 10%

17%

9%

10%

6%

9%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１３～Ｈ１６

Ｈ８～Ｈ１２

Ｈ３～Ｈ７

Ｓ６１～Ｈ２

Ｓ５６～Ｓ６０

Ｓ５５以前

(件数）

31

10

11

23

21

17
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7%

7%

5%

4%

14%

7%

29%

9%

5%

10%

7%

5%

4%

44%

26%

14%
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24%

59%

17%

16%

5%

6%

5%
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11%

14%

12%

7%

10%

11%

28%

21%

13%

19%

7%

2% 2%

2%

2%

5%

7%

2%

6%

2%

7%

5%

10%

7%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１３～Ｈ１６

Ｈ８～Ｈ１２

Ｈ３～Ｈ７

Ｓ６１～Ｈ２

Ｓ５６～Ｓ６０

Ｓ５５以前

(件数）

46

21

15

42

43

18

※三大都市圏は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県。地方圏は三大都市圏以外の地域。

※建築基準法上の延べ面積3,000㎡以上の劇場・映画館について集計。
※国土交通省調べ（平成16年末現在）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

３千㎡以上５千㎡未満

５千㎡以上１万㎡未満

１万㎡以上

(件数）

48

70

84

202
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中心市街地への来街者の減少

地方都市の中心市街地における歩行者通行量には減少傾向が見られる。

※各市の中心市街地の歩行者通行量は以下の通り。
秋田市：駅前広小路商店街（休日）【市内主要商業地通行量調査（秋田市）】
福井市：福井駅前電車通りドトール（まるまん前）

【駅前歩行者通行量調査（まちづくり福井㈱・福井商工会議所）】
富山市：マリエとやま西側【歩行者通行量調査（富山市・富山商工会議所）】
高知市：中心商店街【商店街歩行者通行量調査（高知県・県商振連）】

地方都市における中心市街地における歩行者通行量の推移

2002年を1.00として指数化

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

調査年度

秋田 福井 富山 高知 富山市 中心市街地
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地方都市において、近年オフィスビルの空室率はおおむね増加する傾向にある。

オフィスビルの空室率の増加

地方都市におけるオフィス空室率の推移

5.0%

7.0%

9.0%

11.0%

13.0%

15.0%

17.0%

19.0%

21.0%

23.0%

25.0%

1999 2000 2001 2002 2003

年

空
室

率

旭川

青森

秋田

新潟

金沢

富山

熊本

鹿児島

出典：不動産白書（生駒データサービスシステム）

※空室率＝（ゾーン内空室面積／ゾーン内貸室総面積）×100

※ゾーンは生駒データサービスシステムが設定した範囲

※対象ビルは、主な用途が事務室であり、かつ、一般募集された賃貸ビル

※空室率の調査時点は各年１２月時点のデータ
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空き店舗・空家等の件数・面積の推移

中心市街地においては、低・未利用地が件数、面積ともに増加している。特に平成
２年以降、空家・空き店舗及び平面駐車場の増加が著しい。

355 386 338 364
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300,000

S60 H2 H7 H12 （年）

（㎡）

空家・空店舗等

平面駐車場
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出典：低・未利用地の利用状況の変遷に関する経年的実態調査（平成12年度 国土交通省土地・水資源局）

・全国から応募のあった20都市から調査目的に適合する７地区（日立市、本庄市、木更津市、甲府市、高山市、犬山市、直方市） を選定し、
調査地区自治体ヒアリング等をもとに昭和60年から平成12年までの15年間の低・未利用地の変遷状況を把握。

・「中心市街地」：各地区における区域を土地・水資源局にて20ha前後に絞り込んだ区域。
・「低・未利用地」：更地、遊休化した工場、駐車場など、有効に利用されていない土地（仮設の展示場や商店街の空店舗、密集 市街地内

の空家等を含む）。

空家・空き店舗等の件数の推移 空家・空き店舗等の面積の推移
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空き店舗・空き地等の拡大

地方都市において空地、空き店舗、空家、平置き駐車場の分布を見ると、近年急激に増
加している例がある。

出典：松江市中心市街地活性化基本計画（平成14年改訂）

松江市中心市街地における空き地等の増大の事例



29

空き店舗の急速的な増加

空き店舗・空地は除々に拡がるのではなく、一定の状況を超えると急速に拡大をしている。

空き店舗・空き地等と空き店舗率の推移

国土交通省調べ

大津市ナカマチ商店街における空き店舗・空き地等の拡大状況
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出典：「中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する基礎調査」 （平成１７年２月国土交通省調査《基本計画作成市町村に対する調査》）

・行政が自ら基本計画の実現に取り組んでいる地区は少数（１３６地区、全体の２２％）。
・こうした取組が成果を挙げている地区はさらに僅か（３８地区、全体の６％）。

・行政が自ら基本計画の実現に取り組んでいる地区 １ ３ ６地区 （ ２２％） うち成果有り ３ ８地区（ ６％）

地権者との意思疎通や市民合意の形成 ４ ７地区 （ ７％） １４地区（２．２％）

中心市街地における公共公益施設の新設 ７ ２地区 （ １２％） １８地区（２．９％）

これらへの一体的取組 １ ７地区 （ ３％） ６地区（１．０％）

※このほか、都市計画手法活用による開発の抑制を行っているのが、３２地区（５％）

地権者との意思疎通や市民合意の形成

中心市街地における公共公益施設の新設

これらへの一体的取組み

上記以外

※回答総数６２６地区に対する割合

7.5%

11.5%

2.7%

78.3%

2.9%2.2%
1.0%

93.9%

行政が自ら基本計画の実現に
取り組んでいる地区

左のうち「成果あり」とした地区

積極的な取組に乏しい行政
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現在の中心市街地活性化施策においては、商業振興や区画整理等の面整備、幹線道路等の整
備といった公共施設整備について高い位置付け。

一方で、住宅供給や福祉・健康増進施設等の整備への位置付けは低く、都市機能強化の観点は
希薄。

161

146

137

123

118

94

80

78

71

60

31

26

8

0 50 100 150 200

　区画整理事業等の面整備

　ＴＭＯ

　商店街の環境整備（パティオも含む）

　幹線道路等の整備

　文化・交流・学習施設等の整備

　観光資源や歴史的資産の活用

　歩きやすい環境の整備

　商業のサービス向上（ソフト事業）

　街並み・景観整備

　テナントミックス

　都心型住宅の供給

　福祉・健康増進施設等の整備

高齢者に配慮した住宅の供給
（平成１５年・中心市街地活性化推進室調べ）

市町村が重要と考えている取り組み

住宅供給や福祉・健康増進施設等の位置付けの低さ
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7%

33%

18%

9%

20%

13%

16%

57%

9%

3%

10%
5%

満足している

まあ満足している

やや不満である

不満である

どちらともいえない

わからない

魅力に乏しい小売商業
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358

0 50 100 150 200 250 300 350 400

分からない

その他

接客態度が悪い、サービスが悪い

休日に休みの店が多い

入りづらいお店が多い

早く閉店する

駐車場、駐輪場等が十分整備されていな

い

価格が高い

お店の数が少ないので、一度にいろいろ

な買い物ができない

品揃えが悪い

出典：「小売店舗等に関する世論調査（平成９年６月）」 総理府広報室

「満足」「まあ満足」
は合わせて７３％

「満足」「やや満足」
は合わせて４０％

中小小売店に不満な点 ※複数回答

中小小売店へ不満を持っている人は多く、不満の１位が品揃えの悪さ

「不満」「やや不満」
を合わせると２７％

大型店の満足度

中小小売店の満足度
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商店街の店舗の入れ替わりに関して、約半数は商店街組織として何の関与もしていない。

店舗の入れ替わりに関する取り組み

9.5

2

4.3

5.3

5.9

7.9

12.3

13.5

15.7

16.8

45.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答

その他の方法

創業者支援（小売未経験者の店舗開業等）の場として活用

イベント会場・休憩場・コミュニティの場（常設）として利用

短期レンタル店として活用

駐車場または駐車場として利用

商店街にとってマイナスとなる店舗の進出の抑制

業種・業態を考慮した上で積極的に店舗誘致

家主に賃貸要請

イベント会場・休憩場・コミュニティの場（一時）として利用

何の関与もしていない

（％）

出典：平成１５年度商店街等実態調査報告書報告書 （平成１６年３月全国商店街振興組合連合会）より作成

商店街の空き店舗対策の状況
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商店主の意欲不足

・約70店あった商店街が、現在では約40店に減
少。そのなかで空き店舗率が約２割。

・かつて路面店だけで50店あった商店街が、現
在では30店に減少。そのなかで空き店舗率が
３割強。
・店舗、公共施設などの跡が空地となり駐車場
化。

空き店舗の
状況

・商店街へのこだわりはあるが、積極的に努力し
て商売のあり方を変えようとする意欲は欠如。
・今までの商売を半ば惰性で続けているのが現
状。

・半数の商店で商店主が50歳以上。
・後継者がいる商店は全体で約４０店舗あるうち
の１割程度。
・青年部組織も全体で５名。

・オーナー商店主が３分の２。
・約半数が店舗の裏や上階に居住。

・昭和４０年代が最盛期。
・中心商店街とは反対側の駅裏へ昭和５１年及
び平成５年の２度にわたって大型店が出店した
ことが大きな打撃。

Ｔ市の中心商店街

・衰えるがままの状態。
・景気回復への期待にかすかな望み。

・高齢化が顕著で後継者なし。
・青年層不在で活動は低調。

・オーナー商店主がほとんど。
・域内居住はほとんどなし。

・昭和40年代に繁栄。
・大型店の進出と共に繁栄。
・大型店撤退とともに衰退、公益施設（病院）の
郊外移転も打撃。

Ａ市の中心商店街

商店主の意
識

商店街活動
の中心的人
材

不動産の利
用形態

商店街の変
遷と現状

出典：Ａ市及びＴ市の中心市街地商店街の商店主に対するヒアリング

衰退傾向にある商店街では、高齢化等による商店主の意欲不足がみられる。
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呉服町名店街（静岡県静岡市）は、「ランドオーナー会議」を設置し、地権者に対して商店
街活動への協力を求めている。

地権者を巻き込んだまちづくりの取り組み事例

ランドオーナー会議の概要
【設置】

商店街がランドオーナー（土地所有者）に積極的なはたらきかけを行い、商店街の街づくり
推進委員会の株的な組織として平成１５年１月設置

【設置理由】
①近年、オーナー＝営業者ではなく、土地売却・テナント貸しするオーナーが増えてきたた

め、オーナーと商店街がまちの魅力づくり等の方針を共有し、情報交換を行う場として設置。
②商店街活動に対するオーナーの理解を得ることにより、組合活動に対するテナントの参

加を促す。

【成果】
①新たなテナント募集前に組合に相談してもらい若者に人気のある物販店を誘致。
②テナント契約条項に商店街への加入条件を盛り込む。

※このような動きに合わせ、１６年７月の商店街総会において、「①ランドオーナーの組合参
加、②組合がデベロッパー機能を果たし、テナントを運営していく」ことを表明。

出典：産業構造審議会流通部会資料
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出典：「平成15年度小売商業実態調査」宮崎県商工観光労働部商業振興課 、(財)宮崎県産業支援財団商業支援センター

「時代や消費者ニーズに対応できない」ことにより、空き店舗が増加しているが、地権者が
高い賃料へのこだわりを持っていることなどから、空き店舗の解消が進んでいない。

空き店舗の今後の利用方法
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非該当

不明

賃貸トラブル回避で貸すつもりなし

別に使っているので貸すつもりなし

予定があるので貸すつもりなし

少々条件が悪くても貸し（売り）たい

条件が良ければ貸し（売り）たい

※件数=267

空き店舗になった理由

0

13

56

21

28

0

13
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14

25

49

58

101

非該当

不明

その他

上記以外の理由

周辺に駐車場がない

近くの公共施設が移転・閉鎖した

近くの（核店舗大型店）が移転・閉店

近くに大型店が進出した

家賃・地代が高額なため

店舗が老朽化した

後継者がいない

他所へ移転した

時代や消費者ニーズに対応できない

※件数=267

地権者による積極的対応の欠如
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駐車場の整備コスト比較

概要

10～1612～4030
（車路を含む）

1台当たりの必要敷
地面積（㎡）

300～400100～15030
1台当たり建設コス

ト（万円）

機械式（多層循環式）建物式平面式タイプ

出典：「駐車場建設の手引き」

財団法人東京都道路整備保全公社HP

敷地面積の確保が容易な郊外部においては、中心市街地と比較して平面駐車場の整備が
容易である。立体駐車場と比べ、平面駐車場の建設コストは非常に安いため、郊外部では少
ないコストで駐車場の整備が可能となる。
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会社概要
平成１０年８月 設立
平成１１年８月 ＴＭＯ構想認定

事業内容
①橋南第一地区市街地再開発事業（Ｈ１３年度完成）

再開発組合の組合員として基本構想及び実施設計へ参加、保留床を取得し
住宅販売・テナント賃貸事業・駐車場賃貸事業、ビル管理事業の受託

②橋南第二地区市街地再開発事業（Ｈ１４年～Ｈ１８年）
①と同様に参加し、保留床取得予定（店舗、事務所、住宅２７戸）

③堀端地区優良建築物等整備事業（Ｈ１５年～）
ディベロッパーとして参加し、保留床取得及び床利用の運営会社設立を予定

④テナント商業ビルの建設（Ｈ１４年度完成）
テナント賃貸事業（床賃貸：２７０㎡、テナント数：７店舗）

⑤ケア付き高齢者共同住宅施設の建設（Ｈ１４年度完成）
賃貸事業（床賃貸：１６０㎡、戸数：６世帯）

⑥地域交流施設（三連蔵）の管理及び運営（Ｈ１１年度～）

まちづくり会社である（株）飯田まちづくりカンパニー（長野県飯田市）は、市街地再開発事業へ
の参加や、高齢者住宅の建設促進等の取り組みにより、中心市街地再生を支援している。

まちづくり会社の取り組み事例

橋南第一地区再開発事業 橋南第二地区再開発事業 ケア付き高齢者共同住宅 地域交流施設（三連蔵）

テナント商業ビル

日本政策投資銀行

出資者

出典：飯田まちづくりカンパニー説明資料
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0 10 20 30 40 50 60 70

徒歩

バス・路面電車

自転車

電車・地下鉄

タクシー

自分で運転する車

家族などの運転する車

バイク・スクーター

自分で操作する車いす

介助者が必要な車いす

その他

外出はまったくしない

わからない

一人暮らし高齢者の外出手段

出典：内閣府（2002）「一人暮らし高齢者に関する意識調査」

高齢者の外出手段は、徒歩又は公共交通が中心であり、自動車に過度に依存する都市
構造は、自立的な生活を阻む要因となりかねない。

高齢者の代表交通手段

第２章 都市構造改革の必要性と方向
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郊外に居住する高齢者の買い物目的の１人１日当たりトリップ数は、中心市街
地に居住する高齢者と比較して小さくなっている。また、郊外居住の高齢者の代
表交通手段は自動車の割合が高い。

高齢者の居住地別・トリップ数の比較（目的別・代表交通手段別）

①全目的 ②買い物 ③買い物以外の私事
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外出が制約される郊外居住の高齢者

新潟都市圏

旭川都市圏

山口・防府
都市圏

出典：新潟都市圏（H14）、旭川都市圏（H14）山口・防府都市圏（H15）の各パーソントリップ調査より作成
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外出が制約される免許非保有の高齢者

郊外に居住する免許を保有しない高齢者の１日１人当たりトリップ数は、１を下回ってい
る状況があるなど、生活における移動が制約されている。

＜新潟都市圏＞ ＜旭川都市圏＞ ＜山口･防府都市圏＞
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高齢者の免許保有状況別トリップ数の比較（代表交通手段別）

出典：新潟都市圏（H14）、旭川都市圏（H14）山口・防府都市圏（H15）の各パーソントリップ調査より作成
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0.95

1.00

1.05

1991 19 92 19 93 1 994 199 5 199 6 19 97 1998 1999 2000 2001 2002 計

街 な か 街 な か外 総 数

0.96 

0.94 

0.81 

1991 年を1.00 とした比較 

中心市街地 中心市街地外

N市における交通結節点（Nバスセンター）の状況

行き先案内板の例

路線が大幅に減少

中心市街地人口

の急激な減少

中心市街地において人口の急激な減少や大規模店舗の閉鎖・企業の撤退が進み､郊外部で
は大規模店舗の立地が進行していることから、交通結節点の集積機能が喪失されている。

Nバスセンターの現状

出典：福岡県資料より作成

交通結節機能の喪失

大規模商業施設
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自動車利用の増大や低密な市街地形成等に伴って、公共交通の事業運営が厳しくなり、バ
ス運行の減少等公共交通のサービスが低下している。

都市機能の拡散に伴う公共交通のサービス低下

出典：新潟県ホームページ（http://www.pref.niigata.jp/）

「２１世紀新潟県都市政策ビジョン：全体編」関連掲載資料

新潟県K市（非線引き都市計画区域）

における市街地の拡散と人口の推移
営業用バス（乗合）とＤＩＤ人口密度・面積

の推移（三大都市圏を除く）

1,500,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

1,750,000

1,800,000

1,850,000

1,900,000

1,950,000

2,000,000

平成５５年度 平成６０年度 平成　２年度 平成　７年度 平成１２年度　

走行キロ

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

ＤＩＤ面積（km2）
ＤＩＤ人口密度

（人/km2）

ＤＩＤ面積（km2）

営業用バス（走行キロ）

ＤＩＤ人口密度（人/km2)

出典：国土交通省 自動車輸送統計

国勢調査
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＜青森市・富山市における試算＞

青森市では、過去30年間における中心部から郊外への人口流出のために、約350億円の行
政コストを投資してきたと試算しており、仮に市街地の拡大がなければ、不必要な経費であっ
たとしている。

富山市では、市街地の拡散を放置すると、今後20年間で郊外部の人口は18,900人増（総人
口22,100人減）となり、市街地の拡散に伴い、新たに511ｈａの新規開発、約177億円の追加的
費用が発生するとしている。

２０００年／１９７０年

＜投資的経費＞

道 路 ８３．７億円

小中学校 ６７．４億円

上 水 道 ４０．６億円

下 水 道 １５６．８億円

合 計 ３４８．５億円

出典：青森市資料

富山市における平成12年から20年後の
人口推計と新規開発規模

出典：富山市資料

注）追加的費用とは、市街地の拡散に伴い新たに発生する都市施設の維
持・更新費用。維持費用には、注１）の費用のほか、ごみ収集に要する費用
も含む。更新費用は、道路、街区公園、下水道管渠の施設更新。

都市機能の拡散に伴う都市経営コストの試算

青森市における郊外への人口流出による
投資的経費の増加
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以前から、市街地の人口密度が高いと、消費されるガソリン量が小さくなる傾向が窺え
るという一般的な指摘がある。

出展：谷口守：国土交通政策研究所講演資料
Newman & Kenworthy 1989に加筆

世界主要都市のガソリン使用量と人口密度の関連

人口密度の低下による環境負荷の増大
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道路交通への影響

大規模な集客施設が郊外部に立地すると、道路交通渋滞の発生する箇所が変化すること
から、過去に実施した渋滞対策に関する公共投資の効果が減殺される。

交通渋滞の発生箇所が広域化し、近隣交差点のみでなく、遠
く離れた道路の交通混雑を誘発した。

大規模集客施設立地前 大規模集客施設立地後

道路ネットワーク中心部で混雑している状態。

宇都宮市における大規模集客施設立地前後の交通渋滞発生状況

出典：A. Morimoto, M.J. Sarker, H. Koike, M. Tomita, “City Wide Transportation Impact of Large-scale Development in 
Local Hub-City”, The 9th World Conference on Transport Research, (2001)

店舗 A

店舗 B

渋滞箇所が広域
化し、バラバラに
渋滞箇所が広域
化し、バラバラに
渋滞箇所が広域
化し、バラバラに

総床面積 33,000 m2

駐車台数 2,500台

総床面積 33,000 m2

駐車台数 2,500台

総床面積 27,606 m2

駐車台数 2,300台

総床面積 27,606 m2

駐車台数 2,300台

※道路に関する事業実施箇所は国土交通省にて追記

車道幅員改良

交差点改良・電線共同溝整備

現道拡幅・橋梁整備

0～10 10～20
20～40 40～

最大車列長 （VPH）

0～10 10～20
20～40 40～

最大車列長 （VPH）

0～10 10～20
20～40 40～

最大車列長 （VPH）

交通渋滞の発生箇所

ネットワークの
中心部で混雑
ネットワークの
中心部で混雑
ネットワークの
中心部で混雑

時間帯：休日ピーク時
（P.M. 15:30-16:30）
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Ｃ映画館
開店時期 平成１４年９月
延べ面積 １１,０００㎡
営業時間 ショップにより異なる

打越跨線橋入口交差点（巡礼街道東側から）

打越跨線橋入口交差点から巡礼街道東側を望む

Ｂ店
開店時期 平成１２年７月
延べ面積 １１６,４７０㎡
店舗面積 ４８,１３６㎡
営業時間 １０：００～２０：００

Ａ店
開店時期 平成５年９月
延べ面積 ３３,３４９㎡
店舗面積 １５,１５１㎡
駐車台数：4,000台（Ａ店、Ｂ店、Ｃ店全体）
営業時間 １０：００～２１：００
（レストラン街）１０：００～２２：００

Ｄ店
開店時期 平成１１年３月
延べ面積 １０３,５８０㎡（増築分含）
店舗面積 ４５,０８２㎡
駐車台数 ２,６１０台
営業時間 ショップにより異なる

大規模商業施設の立地により交通渋滞が発生している例（小田原市）

平成１６年１月に市が実施した交通量調査によれば、
巡礼街道沿いの4地点全てにおいて交通量が1.5万台
を超えている。

Ｄ店

３・５・６号飯泉国府津線（W=15m）

Ｃ映画館

①飯泉

②打越
跨線橋

入口

Ａ店

【地区の状況】
●巡礼街道の渋滞がひどくなっている。
●店舗の増築に対し、十分な対策が取れていない。
● ２００３年１１月に小田原市は工業系用途地域への出

店は望まない旨の大規模出店規制宣言を出した。

進行方向：東
渋滞方向：西

進行方向：東
渋滞方向：南西

至小田原駅

0 500 1000m

Ｂ店

巡礼街道

打越跨線橋入口交差点を巡礼街道西側より望む

③貨物
駅入口

④富士見橋際

※データのない箇所は未調査

跨線橋入口交差点・飯泉方面渋滞長(12h・休日)　調査日：H16.12.5

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18

m

最大渋滞
長

１６９０ｍ

飯泉交差点・小田原駅方面渋滞長（12h・休日）　調査日：Ｈ16.12.5

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18

m

最大渋滞長 １５６５ｍ

巡礼街道における交差点流入車両台数【全方向】（12h・休日）

22,775

20,229

16,120

23,345

22,387
22,500

24,191

23,139

22,204

16,320

14,938

19,005

17,304

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

H14.9 H15.11 H16.1 H16.12

台

①飯泉 ②打越跨線橋入口 ③貨物駅入口 ④富士見橋際

0

工業地域

大規模商業施設が郊外に立地することにより、予想外の交通渋滞が発生等、道路整備の効
果に対する障害が発生する場合がある。
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A店

（※１）現在は合併により一宮市となっている。
（※２）A店は平成１６年６月にオープンした。また、事故データが平成１５年以前のものは無いことから調査期間を上記のとおりとした。

（※３）平成１６年１月～６月発生件数に対する平成１６年７月～１２月発生件数の割合を示す。

開店後、ＳＣ周辺で人身事故が３倍以上に増加した。

平成１６年６月開店
店舗面積 48,500㎡

郊外ＳＣの出店により交通事故が増加した事例（一宮市）

366.7%226A店周辺（※２）

159

平成16年7～12月平成16年1～6月

145.9%

増加率（※３）

109

人身事故発生件数（件）

旧木曽川町（※１）

ＪＲ 一宮駅
私鉄 一宮駅

D自動車道

国
道

I.C.

A店
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病院の郊外立地とその周辺への関連施設の集積の事例

病院の郊外立地に伴って、薬局や店舗、飲食店等の関連施設もその周辺に集積して
いる。

【移転の背景】

旧所在地

中心市街地

1km

病院に接する道路沿
いに地区計画を定め、
薬局、店舗、飲食店
の立地を許容

岐阜県岐阜市 【新病院の概要】

・市街化調整区域（岐
阜駅より約6km）

・敷地面積 約6.7ha、
病床数約600床、駐車
可能台数約500台

事例① 岐阜市

出典：第１９回食料・農業・農村政策審議会 企画部会資料

事例② 庁舎、病院の建設をきっかけとして、
幹線道路沿いに薬局等の店舗が建設され、
農地への開発のしみ出しが見受けられる例
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＜イギリスにおける計画許可＞
原則として全ての建築・開発行為に関し、地方計画庁の計画許可（Planning Permission）を要する。
計画許可の判断基準は「周辺状況との適合」又は「都市計画（Development Plan）」との整合。
都市計画の策定、計画許可の運用は、中央政府の発出するPPS（Planning Policy Statement）を
考慮する。

イギリスにおける大型店舗立地規制

＜シーケンシャル・アプローチ＞
・大規模商業施設の立地場所は、中心市街地、中心市街地の隣接地の順に可能性を検討し、
不可能な場合にのみ郊外での立地を許可（ただし、その場合でも複数の交通手段が活用でき
る場所のみ）。1996年改訂のPPG６で導入。

都市中心部 都市郊外部郊外部計画開発

↑
PPG6
発出小

売
店

舗
の

床
面

積
供

給
量

（
千

㎡
）

イギリスにおける小売店舗の床面積供給量の推移
（1965～2000年）＜RSCの原則禁止＞

・床面積5万㎡以上の RSC（リージョナル・ショッピン
グ・センター ）の立地は原則禁止。国の策定する地域
空間戦略（RSS）に位置付けられない限り、許可され

ない。

第３章 都市構造改革の手法

＜国によるコール・イン＞
・商業用途の床面積が1万㎡以上の開発で、都市計
画に整合しないものを地方計画庁が許可しようとする
場合、国に通知する義務がある。国は地方計画庁に
代わって、直接審査を行うことができる。実際に不許
可とした例もある。



51

＜ドイツにおける土地利用規制＞
自治体の全域を対象とした土地利用計画（Fプラン）と、地区レベルの詳細計画（Bプラン）の２段階。
「連担市街地」では、周辺状況との適合が許可の条件。ただし、Bプランの策定地区では、Bプラン

に従った建築が可能となる。
「外部地域」では、Bプランが策定されない限り開発が許可されない。

ドイツにおける大型店舗立地規制

②連担市街地
周辺状況に適合する建築のみ可

③Bプラン地区
Bプランに従った建築が可

Bプラン

Bプラン

Ｂプラン
（中心地区）

Ｂプラン
（特別地区） ⑤Ｂプラン（特別地区）

④Ｂプラン（中心地区）

連担市街地

外部地域 ①外部地域
Bプランを策定しなければ原則開発不可

1,200㎡超の店舗は
原則としてこの地区のみ建築可

＜大型店舗の立地規制＞
・Fプラン、Bプランは自治体が定めるが、プランで用いる用途地域のカテゴリーは連邦の建築
利用令による。
・建築利用令により、延べ面積1,200㎡超の店舗の立地は、Bプランが、「中心地区」又は大型
店舗を目的とした「特別地区」の用途地区が指定された区域のみで立地が可能。（ただし、連
担市街地における用途地区指定のない地域や、現行建築利用令施行以前の古いＢプランの
地区等で、大型店が許可される場合もある。）
・大型店を郊外に立地するには、ほとんどの場合Fプランの変更が必要。Fプランの変更には
上級官庁（州）の認可が必要であり、広域的観点からの関与が行われる。
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３．アメリカにおける大型店舗立地規制

アメリカにおけるゾーニング変更の例

＜大型店舗立地の際のゾーニング変更＞
・立地が許容されていないゾーンで大型店舗の開発
を行う場合には、土地所有者等の「ゾーン変更アピー
ル」を受けて、一定の手続きを経た後、ゾーン変更に
より対応する。

M
3

※２
※
１

○×○○○×○○××××××××××
スーパーマーケットや食
料雑貨店

地元住民のため
小売店や個人向
けのサービス

××△○×○○○×××××××××××××
デパートメントストア、規
模制限のない小売店

大規模小売り施設

○○○○○○○○×○○××××××××××ドラッグストア

M
2

M
1

C
8

C
7

C
6

C
5

C
4

C
3

C
2

C
1

R
10

R
9

R
8

R
7

R
6

R
5

R
4

R
3

R
2

R
1

＜NY市のゾーニングにおける用途規制（小売店舗）＞

＊１ 約900㎡まで建築可。それ以上の規模は特別許可が必要。
＊２ 約900㎡まで建築可。

凡例） ○建築可 △特別許可 ×建築不可

ウォルマートが立地するため、市はゾーニング審査
会の審議を経て、「一般業務ゾーン」から「大型ショッ
ピングゾーン」へのゾーニング変更を行なった。

ゾーン
用途

＜アメリカにおけるゾーニング＞
・連邦レベルの統一的法制度はなく、大部分の自治体が個別にゾーニング条例を制定。
・ゾーニングは、一般に多くの種類のゾーンを設定し、各ゾーン毎に用途等をきめ細かく規制。

各ゾーンにおいて許容される建物用途は、目的とする土地利用に応じて限定的。
・ゾーニングは、自治体の区域全域に指定されるため白地地域がない。

NY市では、大規模商業施設の立地は、21種類のゾーンのうち商業系の４種類等に限定。
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都市計画法及び農振法による土地利用規制の状況

                 国土面積 3,779            （面積単位：万 ha）
 
 
 
                  農業振興地域外 2,059 
 
 
 
 
 
 
          農業振興地域 1,720（506） 
 
 
 
 
      農用地区域 503（432） 

 
 
 

 

 
 
 
 
  （85） 

 
 
 
 
  （26） 

 
 
 
 
  （4） 

 
 
 

市街化区域 
145（11） 

 

 
 
 
 

（90） 

 
 
 
 

（17） 

 
 
 
 

（3） 

 
 
 

用途地域 
37（4） 

注：１ 国土面積は、国土交通省調べ（平成 16 年版土地白書） 
  ２ 数値は区域面積、（ ）内数値はその区域内の農地面積（生産緑地面積 1.6 万 ha 含む） 
  ３ 農業振興地域、農用地及び市街化区域内面積は農水省調べ（速報値） 
  ４ その他の農地面積は、第３次土地利用基盤整備基本調査（平成5年 3月）を基に、都市計画年報

（平成9年 3月）及び国土庁の土地利用基本計画における５地域指定重複状況等の調査（平成10

年 3月速報値）を用いた農水省による推計 
  ５ 都市計画区域面積等については、国土交通省調べ（平成 16 年度都市計画年報） 
  ６ 四捨五入の関係で計が合わない場合がある 
  ７ 準都市計画区については、国土交通省調べ（平成17年 4月）（指定面積は149ha） 

都市計画区域 995（240）

市街化調整区域 377（115） 

線引き都市計画区域 521（126） 

用途白地 421（110） 

未線引き都市計画区域 473（114） 

準都市計画区域 0.01

第４章 都市構造改革のための制度改善の方向
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都市計画区域等の指定状況

都市計画区域等の指定状況 （単位：k㎡）

6,711 11,657

43,459

4,337

39,122

7,752

14,463

37,679

26,022
261

3,885

3,624 264,100

14,300

278,400

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国計

三大都市圏

地方圏

市街化区域 市街化調整区域 非線引き用途地域 白地地域 都市計画区域外

用途地域の指定状況 （単位：ha）

346,874

163,278

183,597

256,739

112,522

144,217

415,341

141,314

274,027

197,578

75,859

121,719

15,025

3,796

11,229

30,870

67,740

98,610

56,204

28,686

84,890

26,555

10,070

16,486

26,936

45,089

72,025

72,797

28,153

44,644

101,273

32,078

69,196

103,401

43,698

147,099

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国計

三大都市圏

地方圏

第１種低層住居専用地域 第２種低層住居専用地域 第１種中高層住居専用地域 第２種中高層住居専用地域
第１種住居地域 第２種住居地域 準住居地域 近隣商業地域
商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域

H16.3.31時点
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○

○

○

○

×

第二種住居地域

○近隣商業地域

○準工業地域

×工業専用地域

都市計画区域外

白地地域

▲市街化調整区域

×第一種低層住居専用地域

×第二種低層住居専用地域

×第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

×第二種中高層住居専用地域

○商業地域

○

大規模商業施設の
立地

工業地域

準住居地域

延べ床面積 ３万㎡～

延べ床面積 ３千～１万㎡

延べ床面積 １万～３万㎡

平成11
年以降

平成元
～10年

昭和63
年以前

開店時期

大規模商
業施設（床
面積3,000
㎡以上）が
立地可能
な地域

× 大規模商業施設の建築が禁止される用途地域
▲ 大規模商業施設の建築が原則禁止される区域
○ 大規模商業施設の立地に制限のない区域

地方都市における土地利用規制の実態と大規模商業施設立地

A店

・平成１２年９月開店
・６９，７８３㎡
・市街化調整区域

佐賀大和I.C.
大和町

東与賀町

佐賀市

佐賀駅

B店

・平成１５年３月開店
・６０，４８３㎡
・準工業地域

C店

・平成１７年４月開店
・２１，４８１㎡
・都市計画区域外

中心市街地
活性化区域

地方都市では、商業地域を中心とした中心市街地活性化区域外の準工業地域、市街化
調整区域、都市計画区域外等に大規模商業施設の立地が進んでいる。
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5%

5%

5%

7%

7%

7%

6%

8%

4%

9%

4%

4%

13%

16%

15%

22%

8%

14%

33%

29%

49%

58%

70%

69%

21%

23%

11%

7%

3%

5%

18%

14%

7%

2%

4%

1% 1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１３～Ｈ１６

Ｈ８～Ｈ１２

Ｈ３～Ｈ７

Ｓ６１～Ｈ２

Ｓ５６～Ｓ６０

Ｓ５５以前 300

90

107

149

269

141

3%

4%

5%

2%

8%

2%

9%

12%

11%

5%

4%

5%

3%

3%

3%

11%

15%

18%

18%

15%

10%

27%

21%

29%

47%

55%

76%

17%

19%

15%

17%

11%

5%

11%

8%

5%

5%

4%

3%

4%

2%

14%

12%

9%

5%
1%

1%

1% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｈ１３～Ｈ１６

Ｈ８～Ｈ１２

Ｈ３～Ｈ７

Ｓ６１～Ｈ２

Ｓ５６～Ｓ６０

Ｓ５５以前 348

142

133

244

450

190

近年は、商業地域への立地割合が大きく減少し、三大都市圏では工業系用途地域、地方
圏では工業系用途地域のほか白地地域への立地割合が増加。

大規模商業施設（延べ床面積１万㎡以上）の開店時期別立地状況

三大都市圏

地方圏

※三大都市圏は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県。地方圏は三大都市圏以外の地域。
※建築基準法上の延べ面積10,000㎡以上の物品販売業を営む店舗について集計。
※平成16年末現在。

平成１０年 まちづくり３法
大店立地法制定
都市計画法改正
（特別用途地区追加）

平成１２年
大店立地法施行
都市計画法改正
（特別用途制限地域追加）

開店時期

開店時期
平成２年

大店法運用適正化措置に
よる緩和

大規模商業施設の時期別立地動向

(件数）

(件数）

住居専用地域・  
第１種住居地域
第２種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

市街化調整区域

非線引き白地地域

都市計画区域外
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立地後

立地前

都市計画区域
大仙市の区域
旧中仙町の区域

大仙市

５㎞

都市計画区域外における大規模商業施設の立地（１）

大型商業施設
延床面積：50,930㎡
店舗面積：26,508㎡
駐車台数：1,650台

都市計画区域外の、幹線道路沿道に大規模商業施設が立地している。

旧中仙町
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平成１０年５月現在

平成１６年５月現在

都市計画区域外に大規模商業施設が立地し、周辺に住宅開発等が進行している。

大規模商業施設
店舗面積：28,582㎡

都市計画区域外

周辺の農地に住宅が立地

都市計画区域外における大規模商業施設の立地（２）

立地後都市計画区域

都市計画区域外

県
道

住宅

商業地域

都市計画区域

立地前
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＜制度概要＞
・都市計画区域外において相当数の住居等の建築が現に行われ、用途の無秩序な混在が

進むおそれがある等の地域について、農林漁業との調和を図りつつ、市町村が指定。
・土地利用の整序のため必要な用途地域等の土地利用に関する都市計画を決定。（都市施

設、市街地開発事業は定めない。）
・非線引き都市計画区域並みの開発許可、建築基準法上の集団規定を適用。

＜準都市計画区域 指定実績＞

（平成17年7月29日時点）

準都市計画区域の指定状況

都道府県名 市町村名 指定年月日 名称 目的 指定面積

群馬県 前橋市 平成16年5月17日 宮城準都市計画区域 開発許可対象面積の引き下げ 約142ｈａ

熊本県 玉東町 平成16年5月10日 玉東準都市計画区域 良好な住宅市街地の誘導 約7ｈａ

静岡県 榛原町 平成17年7月20日 榛原町準都市計画区域
基盤整備の進捗に伴う、無秩序な開
発の進行抑制

約31.1ha

＜群馬県前橋市（旧宮城村）の事例＞

三夜沢地区

苗ヶ島地区

農業振興地域

農用地

都市計画区域

準都市計画区域

準都市計画区域において定めることができる
都市計画
・用途地域
・特別用途地区
・特定用途制限地域
・高度地区
・景観地区
・風致地区
・伝統的建造物群保存地区
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都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域の農地が転用された場合には、都市計
画上の制約なしに市街化が進む。

出典：農林水産省

食料・農業・農村基本問題調査会 農村部会

農地の中に建つ建築物 農用地区域から農地が除外された状況

農地転用による市街化の事例
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特別用途地区の活用状況

＜制度概要＞
・用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の

保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定められる地区。
・実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類を定め、その目的の実現に必

要な用途規制等の強化や緩和が可能。
・具体的な規制・誘導内容については、地方公共団体が定める建築条例に規定。

＜事例 愛知県豊田市＞
愛知県の中央部、名古屋市の東方約30kmに位置し、矢作川が市

域を南北に貫流する。人口は約35万人である。1938年にトヨタ自動車
工業の工場を誘致して以来、自動車産業を核とした内陸工業都市と
なっている。

豊田市では、駅周辺の近隣商業地域に商業機能の集積を図り、か
つ、後背の住宅地との環境の調和を図るため、特別用途地区により、
国道沿道（準工業地域）については、

・200㎡以上の劇場、映画館等
・3,000㎡以上の店舗、飲食店
・3,000㎡以上の工場

等の立地を制限している。

市町村 名　称 目　的
大規模店舗の
規制（床面積）

決定/変更
告示日

茨城県
大洗町

大洗港
水産業振興
地区

大洗港港湾計画の水産ふ頭地
区としての土地利用を図りつつ
地場産業の振興

水産業関連施設以
外を制限

H16.10.25

長野県
岡谷市

水辺体育
地区

市民の健康増進、スポーツ振
興、及び地区の良好な環境の
保護

500㎡超 H11.2.10

愛知県
豊田市

浄水学術
研究特別
用途地区

学術研究にふさわしい業務の
利便の増進、周辺の住宅環境
との調和

3,000㎡以上 H11.3.31

愛知県
豊田市

浄水国道沿
道サービス
特別用途地
区

国道沿道にふさわしいサービス
業務の利便の増進

3,000㎡以上 H11.3.31

愛知県
蒲郡市

医療関連施
設特別用途
地区

医療関連業務の利便の増進 3,000㎡以上 H12.10.31

愛知県
新城市

新城南部産
業振興地区

工業の利便性の増進及び工場
従事者の生活に配慮した土地
利用の誘導

3,000㎡以上 H14.3.29

大阪府
高槻市

文教・医療
地区

地区の学校その他の教育施設
及び医療施設等の良好な環境
の保護

学校、各種学校、
病院、診療所等以
外を制限

H16.12.28

福井県
丸岡町

特別情報産
業地区

情報通信関連産業の集積
情報関連業務以外
の施設を制限

H13.10.1

福岡県
太宰府市

門前町特別
用途地区

参拝客等を対象とした商業核と
しての市街地育成

3,000㎡以上 H12.12.28

福岡県
大刀洗町

西大刀洗草
分線沿道南
等

沿道業務機能と周辺住環境と
の調和

3,000㎡以上 H14.2.1

大規店舗の規制を行う特別用途地区

10地区（9市町） 計128ha

※ 特別用途地区は全国で569地区、計48,275ha指定されている。

（平成16年3月31日現在）
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特定用途制限地域の活用状況

＜制度概要＞
・非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち用途地域を指定していない地域に指定。
・その地域の良好な環境の形成又は保持のため、地域の特性に応じた合理的な土地利用が行わ

れることを目的。
・都市計画において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を決定。
・これを踏まえ、建築基準法に基づき、具体的な建築物の用途の制限を条例で決定。
・この条例に違反する建築物は、建築確認が受けられず建築不可。

＜特定用途制限地域の指定状況＞
１２地区 計５３，１７１ha （平成１７年４月１日現在）

H17.4.1１５００㎡超美濃加茂市岐阜県

H17.4.1（沿道以外） １５００㎡超富加町

宇部市 H16.10.8１５００㎡超山口県

H16.5.17 －国分寺町

H16.5.17 －坂出市

荒尾市

西条市

新居浜市

宇多津町

牟礼町

丸亀市

高松市

熊本県 H16.5.17 １５００㎡超

H16.5.14 （沿道等以外）３０００㎡超

H16.5.14 （市街地周辺）１５００㎡超

（田園地域） ３０００㎡超

愛媛県

H16.5.17 （沿 道） ３０００㎡超

（沿道以外）１５００㎡超

H16.5.17 ５００㎡超

H16.5.17 （沿道以外） ３０００㎡超

H16.5.17 （沿道以外） １５００㎡超香川県

決定/変更

告示日

大規模店舗の規制

（床面積）

地道府県

市町村

平成17年４月１日現在
国土交通省調べ

特定用途制限地域

＜山口県宇部市＞
宇部市は、人口１７万人。山口県西南部、瀬戸内海に面する工業

都市。
特定用途制限地域による用途の制限は、良好な環境の形成又は

保持を図るため、周辺の公共施設に著しく大きな負担を発生させる
床面積が１,５００㎡を超える店舗の立地を規制。

特定用途制限地域一覧
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大規模商業施設の立地は、直接的に税収や雇用の増加をもたらすことも多いことから、行
政の立場としても立地を抑制し難い。

100
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158 159

167 167

100 99

103
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108 109
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90
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地
方

税
（
1
9
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年
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し
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場
合

の
値

）

八戸市 三沢市 十和田市 下田町 都市圏全体

９５年A店立地

小売業従業者数の推移

100 108.0
92.2 82.2

100
121.9

307.4

510.8

70
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270

370

470
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業
従
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）

八戸中心市街地 三沢中心市街地

十和田中心市街地 ３市中心市街地合計

下田町

９５年A店立地

資料：市町村別決算状況調
資料：商業統計＊八戸都市圏から、福地村、南郷村、新郷村、大
野村を除いて集計している。

大型店立地後の地方税収の推移 大型店立地後の小売業従業者数の推移

税収、雇用への期待
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豊田市

瀬戸市

安城市

刈谷市
岡崎市

平成11年3月
駅周辺への商業集積を目的に、
国道沿いの準工業地域に特別用
途地区を定める。

平成14年7月
岡崎市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約2万2千㎡）

平成11年12月
安城市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万2千㎡）

平成11年7月
刈谷市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約2万0千㎡）

平成12年10月
三好町に大規模店舗が出店
（店舗面積：約3万6千㎡）

三好町

平成12年9月
瀬戸市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万6千㎡）

平成12年11月
長久手町に大規模店舗が出店
（店舗面積：約3万0千㎡）

平成11年6月
東郷町に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万2千㎡）

平成12年12月
春日井市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万3千㎡）

平成11年3月以降開設かつ店舗面積1万㎡以上の店舗について表示 「2005全国大型小売店舗総覧」(東洋経済新報社)より作成

春日井市

長久手町

東郷町

＜愛知県豊田市＞

大規模商業施設の立地を規制した場合であっても、規制を行わない周辺の市町村へ
立地が行われることから、立地規制を行う市町村が、周辺市町村より小売販売総額が
低下するといった状況が生じている。

その結果、各自治体の年間小売販売総額は、
豊田市が- 5.2%であるのに対し、

三好町 ：+52.0% 刈谷市 ： + 5.2%
長久手町：+34.1% 東郷町 ： + 0.8%
春日井市：+ 6.3% 岡崎市 ： - 2.1% 
安城市 ：+ 6.0% 瀬戸市 ： - 8.7%
日進市 ：+ 5.8% と推移。

（平成11年7月～14年6月）

日進市

平成16年12月
日進市に大規模店舗が出店
（店舗面積：約1万1千㎡）

周辺立地による規制の限界
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＜制度概要＞
・都市計画法第３４条１０号イに基づき、市街化調整区域において、 ２０ha以上（条例により

５ha以上にまで引き下げ可）の開発行為で、計画的な市街化を図る上で支障がないものに

ついて許可しうることとしている。

法３４条１０号イに基づく開発件数 法３４条１０号イに基づく用途別開発面積
（平成14年度）

大規模開発に係る開発許可
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市街化調整区域における地区計画制度

＜市街化調整区域における地区計画策定状況＞ （平成16年3月31日時点）

地区計画 197地区 計2,550ha

（地区整備計画策定 192地区 2,045ha ）
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45
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（件）

市街化調整区域における地区計画策定件数の推移

＜制度概要＞
・市街化調整区域においても、一定の要件に該当する地区では地区計画を定めることが可能。
・市街化調整区域内において地区計画の内容に適合する開発行為は、開発許可対象の類型の

一つ。
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＜制度概要＞
・都市計画区域内又は準都市計画区域内において、駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、

医療施設、学校（大学、専修学校及び各種学校を除く。）、公民館、変電所、その他公益上必
要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 については、開発許可が不要。

地方圏における病院施設（延べ床面積３千㎡以上）
確認時期別立地状況 【再掲】
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地方圏における福祉施設
確認時期別立地状況

住居系用途地域 近商 商業 準工

工業 市街化調整区域 白地地域 都計区域外

1,329 

808

957

220

494

781

公共公益施設に係る開発許可の適用除外

（件数）（件数）
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病院や社会福祉施設等が、開発許可不要とされているため、これら施設が地価の
安い市街化調整区域等に立地する場合が多い。

長野県長野市の事例

市街化調整区域に立地する病院・福祉施設の事例

市街化区域

市街化区域

市街化調整区域

国立大学付属小

既存集落

障害者総合施設

市民病院

デイケアセンター

個人病院

保険センター
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中心市街地整備推進機構の概要

主 体
・公益法人に限定

業務内容
・中心市街地の整備改善に関する事業を行う者への情報の提供・相談・そ
の他援助
・施設の整備事業の実施、事業への参加
・基本計画の推進に資する事業のための用地取得・管理・譲渡
・中心市街地の整備改善に関する調査研究
・その他中心市街地の整備改善のための必要な業務

支援措置
・中心市街地整備推進機構が行う土地の取得について、地方公共団体が
機構に対して貸付けを行う場合における都市開発資金貸付金の貸付け
・税制の特例措置

指定状況
・（財）松江市観光開発公社
・（財）堺市都市整備公社
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